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研究成果の概要（和文）：最も重要な国際経済紛争処理制度である世界貿易機関(WTO)紛争処理と投資仲裁にお
いて、国際法の原則及び規則がどのように用いられているかを研究した。
特に、以下の2点について成果を挙げることができた。1点目は先例の位置づけである。条約解釈において過去の
解釈慣行がどのように考慮されるかを明らかにした。2点目はいわゆる謙譲(deference)の問題である。紛争処理
制度において国の規制の国際法適合性が評価される際に国の主権(規制権限)に配慮して抑制的な審理が行われて
いるかを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This project examines how principle and rules of international law are used 
in the most important international economic dispute settlement, i.e., World Trade Organization 
(WTO) dispute settlement and investment arbitration. 
In particular, the following two points have been addressed. The first is the effect of precedent. 
The project discusses how interpretative practice in the past cases is reflected in the 
interpretation of relevant treaties. The second is the question regarding deference. The project 
discusses whether dispute settlement tribunals give deference to states' sovereignty (right to 
regulate) in examining the consistency of states' regulations with international law.

研究分野： 国際法

キーワード： WTO紛争処理　WTO協定　ISDS　投資仲裁　投資協定　条約解釈

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究によって、国際経済紛争処理制度と一般国際法との関係や同制度の国際法秩序における位置づけを明らか
にすることができた。
今日、気候変動をはじめとする持続可能性や経済安全保障のように、経済とそれ以外の国際問題との関係がます
ます重要となっており、本研究は学術的意義のみならず今後の国際秩序のあり方を考えるうえでも重要な示唆を
与えると考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
世界貿易機関（WTO）紛争処理及び投資仲裁を中心とする国際経済紛争処理制度は、国際司

法裁判所（ICJ）などの他の国際裁判手続とは異なる独自の発展を遂げてきた。たとえば ICJ の
裁判官は国際法の研究者や外交官が就任することが多いが、WTO 紛争処理においては貿易交渉
官がパネルや上級委員会（準裁判機関）の構成員（裁判官に相当）を務めることが多く、投資仲
裁においては商事仲裁を専門とする弁護士が仲裁人を務めることが多い。また適用法について、
ICJ が国際法に従って裁判することを求められているのに対し、WTO 紛争処理においてパネル
や上級委員会は WTO 協定のみを適用して審理しなければならない。投資仲裁においても、基本
的には投資協定のみを適用して審理が行われている。こうした事情から、WTO 紛争処理や投資
仲裁は「自己完結的制度」と揶揄されたり、国際法の「断片化(fragmentation)」を深めていると
批判されたりするなど、他の国際法実行や国際法学から隔絶されたもののようにみなされるこ
ともあった。しかし近年では、国際経済紛争処理制度において国際経済協定以外の国際法の原則
や規則が適用されたり考慮されたりするなど、国際経済紛争処理制度を他の国際法実行から隔
絶されたものとみなすことは適切ではなくなっている。 
 
 
２．研究の目的 
本研究は、WTO 紛争処理及び投資仲裁を中心とする国際経済紛争処理制度における国際法の

原則及び規則の位置づけを明らかにすることで、国際経済紛争処理が国際法秩序全体の中でど
のように位置づけられるかや、国際経済紛争処理が国際法秩序のあり方にどのように影響を与
えているかを明らかにすることを目的とした。 
ここでの国際法の原則及び規則には、一般国際法上の原則や規則のほか、非経済分野の条約上

の規則も含む。国際経済紛争処理制度における国際法の原則及び規則の位置づけは、実体法上の
問題か手続法上の問題かによって、2 つに分けることができる。第 1 に実体法上の問題について
は、国際経済紛争処理制度における他分野(環境、人権、安全保障など)の国際法の原則及び規則
の位置づけを明らかにすることを目的とした。第 2 に手続法上の問題について、国際経済紛争
処理制度において他の国際裁判手続で用いられている原則や規則がどのように用いられている
かを明らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
第 1に国際裁判事例の研究、第 2に他国の研究者との共同研究を通じて実施した。 
第 1の点について、WTO 紛争処理や投資仲裁における事例を研究することを特に重視した。ま

た、WTO 紛争処理や投資仲裁以外の国際裁判事例についても研究の対象とし、比較分析を行った。
当初は WTO 紛争処理と投資仲裁を含む複数の国際裁判制度において聞き取り調査を行うことも
想定していたが、コロナ禍により渡航が制限されたため、投資紛争解決国際センター（ICSID）
において聞き取り調査を行うにとどまった。 
第 2の点について、特にケンブリッジ大学ラウターパクト国際法センターにおいて、Jorge E. 

Viñuales 教授（ケンブリッジ大学）をはじめとする欧州研究者との国際共同研究に従事するこ
とができた。 
第 3に、本研究の成果の一部は国際学会・国際会議において英語で発表したほか、国際学術誌

や書籍の一部として英語で出版した。また、WTO 紛争処理や投資仲裁については日本政府や日本
の法曹界・産業界の関心が非常に高く、実務家を対象とした WTO 紛争処理や投資仲裁に関する会
議を開催したりそのような会議で講演した。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は主として次の 4点である。 
(1) 気候変動政策と国際経済紛争処理 
 まず、本研究によって、国際経済紛争処理制度における気候変動政策の扱いについての課題を
明らかにすることができた。 
 気候変動政策の国際経済協定との適合性が国際経済紛争処理制度において争われることはこ
れまでもあった。たとえばカナダの再生可能エネルギー政策に関連する産業政策について、日本
と EU が WTO 協定違反を主張して WTO 紛争処理に申し立てた事例では、WTO 協定違反が認められ
た。 
 本研究が特に注目したのは、気候変動政策の投資協定との適合性が投資仲裁において争われ
る事例である。なかでもスペインの再生可能エネルギー関連政策については、日本企業を含む多
数の投資家がエネルギー憲章条約(ECT)違反を主張し、投資仲裁を申し立てている。その多くに
おいて、スペインの ECT 違反が認定され、損害賠償金の支払いが命じられている。 
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 ただ気候変動関連投資仲裁事例の増加は、国際投資法及び投資仲裁制度によって気候変動政
策を実施することが妨げる恐れがあるとの懸念を特に欧州において高めることになった。ECT に
ついては、気候変動政策との親和性を高めるためにいわゆる近代化交渉が進められ、大筋合意が
成立したが、欧州においては合意によっても親和性は十分確保されていないとの批判が根強く、
合意が発効する見通しが立っていない。 
 他方日本においては、日本企業の海外投資を保護するためには投資仲裁が不可欠であるとの
意見が根強く、ECT 近代化交渉においても投資保護を偏重し気候変動政策に対して消極的である
と欧州から批判を受けている。 
 国際経済紛争処理制度における気候変動政策の位置づけや日本のとるべき政策については、
今後も研究を続けていく必要がある。 
 
(2) 経済安全保障と国際経済紛争処理 
 本研究はまた、国際経済紛争処理制度における安全保障政策の位置づけについても成果を挙
げることができた。 
 米中対立やウクライナ戦争を背景に、経済安全保障の重要性が高まっているが、経済安全保障
政策のなかには WTO 協定や投資協定との適合性が問題となりうるものもある。 
 特に WTO 紛争処理において、近年安全保障政策に関する複数の貿易紛争が付託されており、本
研究はそうした紛争における法的問題を明らかにした。すなわち、安全保障政策は貿易制限的な
ものであっても GATT 第 21 条などのいわゆる安全保障例外によって WTO 協定の例外として正当
化されうるが、どのような場合に(どのような条件を満たせば)正当化されるかについては争い
がある。本研究は、GATT 第 21 条をはじめとする安全保障例外の解釈に関する問題を明らかにし
た。 
 また安全保障のような高度に制度的な問題については、加盟国に一定の裁量を許容する必要
があるが、どの程度の裁量を許容すべきかについても他の国際裁判手続における慣行を踏まえ
ながら明らかにした。 
 
(3) 国際経済紛争処理事例研究 
 WTO 紛争処理については、重要な WTO 紛争の背景、法的論点、紛争処理の時系列的展開を専門
家のみならず一般の方にも読めるような形でまとめた日本語書籍『貿易紛争と WTO: ルールに基
づく紛争解決の事例研究』(法律文化社)を出版した。 
 コロナ禍で対面での共同研究や研究発表の機会が減少したことをきっかけに、自らの個人ウ
ェブサイト(researchmap)で研究成果の一部の公表を始めた。 
 1 つは WTO 紛争処理のパネル・上級委員会報告等要旨で、最近のものを中心にパネル・上級委
員会報告等の要旨と考察を掲載している。 
 もう 1 つは研究ブログで、日々の研究活動の紹介のほか、国際経済紛争処理に関連する時事問
題の分析を掲載している。 
 
(4) その他 
 WTO 紛争処理と投資仲裁については、いずれも制度改革についての議論が続いている。 
 本研究においては、制度改革について分析と考察を加え、国際会議や学術誌において発表した。 
 本研究を通じては、国際共同研究を中心に、他の研究者との連携を強めることができた。まず、
気候変動政策と投資仲裁との関係について、シンガポール国立大学の N Jansen Calamita 教授
の主宰する共同研究に参加したほか、エネルギー関連投資仲裁実務家の集まりである ENERAP に
日本支部主宰者として参加した。また貿易関連国際法における気候変動政策の位置付について、
ジョージタウン大学の Kathleen Claussen の主宰する共同研究に参加している。 
このほかWTO紛争処理における経済安全保障関連政策の位置づけについて、チェコのEuropean 

Values Center for Security Policy の主宰する共同研究に参加した。2022 年 11 月には、James 
Bacchus 教授を日本に招聘し WTO 紛争処理について講演をしていただいた。 
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